
川満南原ハイツ募集要項

宮古島市 下地支所



Ⅰ 分譲地の概要

１．名称：川満南原 ハイツ（ぱいばら）

２．所在：宮古島市下地字川満南原

３．分譲面積及び分譲価格

区画番号 面積（㎡） 単価 ㎡ 円 価 格（円）／ （ ）

５ ４７１．２０ ５，３９０ ２，５３９，７６８

１４ ６７５．３７ ５，６１０ ３，７８８，８２６

２４ ５１９．５０ ５，７８０ ３，００２，７１０

４．住宅用地内の関連施設の整備

（１）道 路 幅員６ｍ

（２）上水道 各戸に配水管敷設が敷設されています。

（３）下水道 各戸に下水処理桝が敷設されています。

（４）電 気 沖縄電力（株）へ申請して下さい。

（５）ガ ス プロパンガス会社へ申し込んで下さい。

（６）その他 分譲地内に公園を整備してあります。

Ⅱ 申し込みについて

１．申込受付

平成２４年２月１日（水）から８日（水）まで

宮古島市役所 総務部 下地支所

２．申込者の資格

、 、 。平成２４年１月１日現在 宮古島市民で 自らの住居用の住宅地を必要とする方

※ 宮古島市民とは、宮古島市に住民登録されている方とします （但し、住民。

登録されていても実際に居住されていない方は対象外とします ）。

なお、次の方は申込みできません。

・未成年者

・営利目的の方

３．申込みに必要な書類等

（１）所定の申込書

（２）申込者の住民票謄本、所得証明書、納税証明書

※上記の書類等の提出に不備がある場合は受付できないことがあります。



４．申込みについての注意

（１）申込みは、一世帯一区画とする。

（２）申込みは、所定の申込書に所要事項を明瞭に記入し、押印（認印）のうえ提出

して下さい。

（３）申込書やその他提出書類の記入内容に虚偽の記載事項があったときは、申込み

の受付及び譲渡の決定を取り消すことがあります。

（４）提出された書類は、一切返却しません。

（５）この分譲地は、建築協定に基づく規制を受けることになります。

５．規制事項

（１）建物用途の制限

本人自ら居住するための一戸建て住宅（兼用は事務所、店舗、理髪店、

美容院、クリーニング取次店、これに類するもので５０％以上を住居の用に

供するもの）

（２）建ぺい率（敷地面積に対する建築面積の割合）

建ぺい率 ： ６０％

（３）容 積 率（敷地面積に対する延べ床面積の割合）

容 積 率 ： ２００％

（４）建築物等の壁面位置と高さの制限

① 建築物の外壁等は、車庫を除き道路境界線及び隣地境界線から２ ０ｍ以.

上離して下さい。

② 建物の高さは現状地盤から１２ｍ以下とします。

（５）建物の形態または意匠の制限

① 建築物の屋根及び外壁の色は、地域全体の調和を図るよう努めるものと

します。

② 建物は一区画一戸建てとします （但し、車庫・物置等除く ）。 。

③ 野外広告は、美観・風致を害しない自己の用に供するものとします。

（６）垣又は柵の構造の制限

道路に面して垣又は柵を設ける場合は次のものとします。

① 生け垣

② 高さ ｍ以下の全網又は鉄柵等透視可能なもの1.5

③ 高さ ｍ以下の木竹造、石造りの塀又は補強コンクリートブロック造等1.5

の塀

６．申し合わせ事項

（１） 敷地の地盤高さは現状どおりとします。

（２） ２台以上止められる駐車場を付置して下さい。

７．申込み該当者の審査及び決定

（１）申込み受付後、提出書類の内容等を審査し、該当者を決定し速やかに決定通知

書を送付します。

（２）１区画の申込者が複数の場合、抽選し優先順位を決めます。



８．分譲条件

（１）分譲地には、所有権移転の日から 年以内に自ら居住する建物（店舗、事務所5

等兼用住宅は居住用床面積が延床面積の５０％以上とします ）を建築しなけれ。

ばなりません。

（２）買い戻し特約を設定します。

（３）分譲地は、引渡後５年間は第三者に転売又は転貸することはできません。

（４）前記（１）から（３）に違反した場合、違約金を支払わなければなりません。

（５）分譲地の所有権移転登記は、売買代金全額納入後とします。

（６）分譲地の使用開始時期は、売買契約条項に定める当該土地の引き渡し完了後と

します。

（７）分譲地に入居後は、地域の自治会に加入し、地域の行事やボランティア活動等

に参加していただきます。また、分譲団地内の共同施設（公園・街灯等）の維持

管理のための共益費を負担していただきます。

（８）一部の区画については、敷地内に沖縄電力（株 、 西日本の計画に従って） NTT

電柱を立てることを了解していただきます。

Ⅲ 譲渡契約

． 、 。１ 申込書類の審査結果の通知と同時に 該当者には契約についての案内を送付します

２．契約は、宮古島市が定める契約書により締結していただきます。

３．契約の費用は、譲受人の負担となります。

４．契約時に負担すべきものは、次のとおりです。

（１）印鑑（実印 （共有の場合、共有者の分も必要です ）） 。

（２）印鑑証明書１通（共有の場合、共有者の分も必要です ）。

（３）住民票抄本（申込本人）

（４）契約保証金（契約保証金の納入がない場合、契約はできません）

Ⅳ 契約保証金及び土地売買代金の納入方法

１．契約保証金

（１）契約保証金は、土地売買代金の１０％とし、契約締結と同時に納入しなけれ

ばなりません。

（２）契約保証金は、譲受人が定められた期間内に土地売買代金を納入しなかった

ときは、返還せず宮古島市に帰属するものとします。

（３）契約保証金は、土地売買代金の一部に充当することができます。

（４）契約保証金には、利息は付さないものとします。

２．土地売買代金

宮古島市が指定する期日までに、土地売買代金から契約保証金を引いた額を

納入して下さい。



３．納入方法

前記の契約保証金及び土地売買代金は、所定の納入通知書により宮古島市が

指定する金融機関に納入して下さい。

Ⅴ 所有権移転登記

１．所有権移転登記は、譲受人の名義とし、土地売買代金の完納後に行います。

２．所有権移転登記は、譲受人で行って下さい。




